
　団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
に
な
る
平
成
37
年
に
向

け
て
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
世
帯
や
高
齢
者
夫

婦
の
み
の
世
帯
、
認
知
症
高
齢
者
が
増
加
し
て
い
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
が
住
み
な
れ

た
地
域
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
全
体
で

高
齢
者
を
支
え
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
自
ら
の
能
力

を
最
大
限
に
活
か
し
、
要
介
護
状
態
に
な
る
こ
と
を

予
防
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
制

度
を
持
続
さ
せ
る
た
め
、
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
介

護
保
険
の
み
で
ま
な
か
う
の
は
、
将
来
的
に
限
界
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す

る
た
め
の
足
掛
か
り
と
し
て
介
護
保
険
法
が
改
正
さ

れ
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
市
で
は
平
成
30
年
の
完
全
移
行
を
目

指
し
、
平
成
29
年
4
月
か
ら
要
支
援
1
・
2
の
方
が

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
）
と
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
が
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
移
行
し
ま
す
。

　「実
際
は
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
予
防
給
付
の
一
部

と
介
護
予
防
事
業
の
管
轄
が
国
か
ら
市
に
変
わ
る
だ

け
で
、
利
用
者
の
方
に
と
っ
て
は
何
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。
費
用
が
上
が
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
」
と
田
村
さ
ん
。
で
は
、
い
っ
た
い
何
が
変
わ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　「要
支
援
者
を
対
象
に
し
た
介

護
予
防
給
付
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど
）
が
、
こ
れ
ま

で
の
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス

か
ら
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
市
独
自
の
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
市

が
開
催
し
て
い
た
健
康
体
操
な
ど
の
教
室
だ
け
で
な

く
、
市
民
、
N
P
O
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
多
様

な
主
体
に
よ
る
多
彩
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く

こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
れ
に
は
、
市
民
の
方
の
協
力

が
不
可
欠
。
こ
れ
か
ら
も
よ
り
市
民
の
み
な
さ
ん
と

一
緒
に
な
っ
て
、
介
護
予
防
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
う
し
た
活
動
に
よ
っ

て
地
域
の
つ
な
が
り
が
深
ま
り
、
地
域
全
体
が
”げ

ん
き”

に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
で
す
」。
い
き
い

き
し
た
高
齢
者
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
一
緒
に

つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

　

新しい総合事業のことなら
おまかせください

平成 29 年 4 月から開始される「介護予防・日常
生活支援総合事業」。いったいどんなものなのか、
保健師の田村綾子さんにうかがいました。

市
民
と
と
も
に
つ
く
る

介
護
予
防
事
業
を
目
指
し
て

お問い合わせ

今後は市主催の健康教室だけでなく、地域や
自宅で市民の方が自主的に行う活動にも力を
入れていきたいと考えています

福祉保健部高齢者福祉課
☎47-1281

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）とは
①要支援 1 及び 2 の通所介護サービスと訪問介護サービスを総合事業として実施します。
②介護予防事業（運動教室等）や地域づくりを活用した住民主体の介護予防事業の充実を図ります。
③配食サービスや安心生活創造事業で、低栄養防止や見守り体制の充実を図ります。

平成29年3月まで 平成29年４月から

介護予防給付（要支援 1・2）

●要支援 1 および 2 の方で、
　訪問介護・通所介護の利用が必要な方

が利用できます

ヘルパーによる掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助

デイサービスセンターにおいて、日常生活上の支援や
運動器の機能向上や入浴援助

ころげん体操等の介護予防のための運動機能向上等を
定期的に実施

運動指導者を派遣し、地域の集会所で介護予防運動を実施

介護予防を目的とした講演会

●基本チェックリストの結果、
　一定の基準に該当した方（事業対象者）

これまで通り変更あ
りません

これまで通り変更あ
りません

※基本チェックリストの結果が一定の基準に該当した方は、
　介護認定の手続きを省略してサービスを利用できます。
※基本チェックリストとは、日常生活や運動等の 25 項目を
　「はい」または「いいえ」で答えていただくアンケートです。

65 歳以上全ての方が利用できる事業です

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

その他のサービス

訪問型サービス

通所型サービス

げんき教室

いきいき介護予防教室

介護予防講演会

認知症予防や転倒予防のための体操や物忘れ相談プログラム
測定を行ない、認知症予防に取り組む事業

住民主体の介護予防事業

調理が困難な高齢者等に対して、低栄養防止のための
配食サービス及び安否確認を実施

配食サービス

独居高齢者等が孤立状態にならないよう、研修を修了した
登録訪問員の家庭訪問による安否確認を実施

安心生活創造事業

介護予防・日常生活支援総合事業介護予防・日常生活支援総合事業
総合事業
として
実施

総合事業
として
実施

低栄養防止
や

見守り体制
の充実

低栄養防止
や

見守り体制
の充実

住民主体の

介護予防事
業

の充実
住民主体の

介護予防事
業

の充実

介護予防給付（要支援 1・2）

福祉用具貸与、訪問看護、
通所リハビリテーション 
短期入所生活介護　等

訪問介護（ホームヘルプ）
通所介護（デイサービス）

介護予防事業

○二次予防事業
○一次予防事業
　げんき教室
　いきいき介護予防教室
　介護予防講演会
　住民主体の介護予防事業  等

配食サービス
安心生活創造事業

その他のサービス

介護給付（要介護 1 ～ 5）介護給付（要介護 1 ～ 5）
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